
予算決算委員会総務環境分科会記録

１ 日 時 令和７年９月２２日（月曜日）

開 会 午前１０時１５分

休 憩 午前１０時３３分

再 開 午後 １時１９分

閉 会 午後 １時５８分

２ 場 所 第 １ 委 員 会 室

３ 出席委員 ９人

分科会長 金 谷 幸 則

分科会副会長 村 石 篤

委 員 舎 川 智 也

〃 尾 上 一 彦

〃 松 井 桂 将

〃 村 上 和 久

〃 金 厚 有 豊

〃 赤 星 ゆかり

〃 柞 山 数 男

４ 欠席委員 ０人

５ 地方自治法第１０５条の規定により出席した者

議 長 高 田 重 信



６　 説明のために出席した者

【企画管理部】

部長 清水　裕樹

法務統括監 福島　武司

理事（ガラス美術館長） 土田　ルリ子

部次長 高橋　洋

部次長（行政改革・公共施設再編・人事管理担当） 森川　知俊

情報企画監 小倉　康男

参事（企画調整課長） 山口　雅之

参事（秘書課長） 青山　哲也

行政経営課長 東福　光晴

文書法務課長 柳瀬　貴嗣

職員課長 山口　敬

広報課長 中田　至彦

情報システム課長 中川　哲也

文化国際課長 水原　秀樹

スマートシティ推進課長 堀　　友彰

ガラス美術館次長 石黒　隆司

富山外国語専門学校事務長 開田　直人

富山ガラス造形研究所事務長 千石　将史

公文書館長 木下　満

職員研修所長 寺島　優子

婦中ふれあい館長 原城　禄充

企画調整課主幹（調整担当） 有馬　俊輔



【財務部】

部長 刑部　博規

部次長 中田　祐一

部次長（税務担当） 秋　　俊浩

参事（工事検査課長） 高田　秀昭

参事（納税課長） 丸本　昌

財政課長 越村　真

管財課長 高道　伸治

契約課長 中田　幸宏

市民税課長 大島　聡

資産税課長 谷島　洋

債権管理対策課長 川崎　隆人

財政課主幹（調整担当） 山本　哲弘

７　 職務のために出席した者

【議会事務局】

議事調査課議事係長 土方　智樹

議事調査課主任 江部　なな恵

議事調査課主任 北森　俊成



１

８ 会議の概要

分科会長 ただいまから、令和７年９月定例会の予算決算委員

会総務環境分科会を開会いたします。

なお、本日は地方自治法第１０５条の規定に基づき、

高田議長が出席されています。

審査に先立ち、分科会記録の署名委員に、赤星委員、

柞山委員を指名いたします。

これより、総務環境分科会企画管理部所管分の議案

の審査を行います。

議案第１１０号 令和７年度富山市一般会計補正予

算（第３号）、第１条歳入歳出予算の補正、歳出第

２款総務費中、企画管理部所管分

を議題といたします。

これより、順次、当局の説明を求めます。

企画管理部長 〔挨拶〕

企画調整課長 〔議案第１１０号中

富山市まち・ひと・しごと創生推進基金への積立に

ついて、

議案説明資料により説明〕

情報システム課長 〔議案第１１０号中

基幹業務システム標準化関連システム改修等につい

て、

議案説明資料により説明〕

分科会長 これより、質疑に入ります。

議案説明資料の順番に進めていきます。

議案説明資料２ページの富山市まち・ひと・しごと

創生推進基金への積立について、質疑のある方はい

らっしゃいますか。

赤星委員 （２）事業目的に、今後の地方創生に資する事業に

充当するためとあるのですけれども、具体的にどの

ような事業を想定されているのでしょうか。



２

企画調整課長 基金を活用できる事業としては、本市の総合戦略に

位置づけられているスマートシティ推進事業やＳＤ

Ｇｓ関連事業、市総合体育館の改修事業など、１１

９事業が対象となっております。

村石委員 企業版ふるさと納税という名称で、納税という言葉

がついていますが、実際には富山市への寄附になる

と思うのです。企業版ふるさと納税制度の概要につ

いて説明をお願いいたします。

企画調整課長 企業版ふるさと納税は、企業が地方公共団体の地方

創生事業を支援し、税制優遇を受けられる制度であ

ります。正式名称は地方創生応援税制と言います。

なお、本制度の留意点として、１つに、本社の所在

地が富山市以外の企業であること、２つに、１回当

たり１０万円以上の寄附であること、３つに、経済

的な見返り、返礼品などが禁止されていることがあ

ります。

村石委員 企業版ふるさと納税を活用できる事業が１１９事業

あるとのことでしたが、どのような事業に寄附金を

使うのかを企業が寄附をする前にあらかじめ話し合

っていないのでしょうか。

企画調整課長 寄附の申出があったときにＳＤＧｓ関連事業に寄附

したいと要望される企業もありますし、富山市の地

方創生に係る取組の中で、使い道は富山市にある程

度お任せされる企業もあるなど、ケース・バイ・ケ

ースとなっております。

委員がおっしゃったとおり、まずは企業にどの事業

に寄附されたいのかをお聞きしてから寄附していた

だいております。

村石委員 企業と十分な話合いをしてから進めていただきたい

と思います。

寄附をしていただいたら税制優遇を受けられる制度

であるということですけれども、もう少し詳しく教

えてください。
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企画調整課長 詳細については税務署に確認していただきたいので

すが、税額控除や損金算入によって寄附額の最大９

割が軽減される仕組みとなっております。

具体的には、法人住民税、法人税、法人事業税から

控除される制度になっています。

分科会長 次に、議案説明資料３ページの基幹業務システム標

準化関連システム改修等について、質疑のある方は

いらっしゃいますか。

舎川委員 基幹業務システムの標準化につきましては、以前、

一般質問させていただきましたが、令和３年に法律

が制定され、令和７年度末までの移行を目指すこと

になっているのですけれども、富山市の場合は移行

困難システムと認定されて、移行期限が令和９年１

月末まで延長されたものと認識しております。

今回、基幹業務システムの標準化に対応して、新た

なシステムに移行する過程の中でシステムの改修が

必要となる事案が生じたことから、この事業を実施

するということでよろしいですか。

情報システム課長 現行の富山市総合行政情報システムは、基幹業務シ

ステムの機能もあれば、市が単独で行っている業務

で使用する様々な機能もあります。

今回の標準化の対象となる業務だけを新たなシステ

ムに移行し、それ以外の業務は現行の基幹業務シス

テムに残すこととしておりました。

しかしながら、富山市総合行政情報システムは市町

村合併から２０年以上ずっと使い続けているもので

あり、基盤として使っているミドルウェアのサポー

トが終了するなど、今後も継続して使っていくこと

がなかなか困難な状況になっていたところです。さ

らに、保守事業者からもサポートを終了させてもら

いたいという話がございましたので、標準化の対象

とならなかったシステムについても、新たな環境に

移行するなどの対応を取るものでございます。

舎川委員 これから富山市総合情報システムを新環境に移行さ
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れると思うのですけれども、移行するに当たり何か

リスクはありますか。

情報システム課長 通常であれば、数年ごとにシステムの更新などを行

うのですけれども、今回は２０年以上使い続けてき

たシステムを新環境に移行することになりますので、

それぞれの所管課でそれなりの事務負担もあります

し、新しいシステムが稼働したときに想定していな

かったトラブルが起こることが考えられます。しか

しながら、２０年以上前のシステムを使い続けるこ

とに関してもリスクがありますので、なるべく早期

にシステムの移行に着手するために今回補正予算案

を提出させていただいたところでございます。

舎川委員 移行のスケジュールを教えていただけますか。

情報システム課長 移行のスケジュールについては、移行困難システム

に認定されたため令和９年１月末までに移行完了を

目指すこととなっておりますけれども、昨年システ

ム移行に係る業務委託を契約した後、システムを開

発しているメーカーから、子ども子育て支援システ

ム、児童手当システム、児童扶養手当システムに関

しては、開発が令和９年１月末までに間に合わない

という話がございました。これは富山市だけではな

くて全国の自治体でも起きている話なのですけれど

も、その３つのシステムに関しては令和１０年１月

までに移行することになっております。

それ以外のシステムに関しては、特段の遅れや障害

は発生していないと考えております。

ただし、システム移行に附帯する事務があり、今後、

様々な検討を行う必要が出てくると思いますので、

円滑に移行できますよう、しっかりと準備していき

たいと考えております。

赤星委員 （３）事業内容にアとイがありますが、イの委託料

は４，３２９万３，０００円と細かい数字になって

おりますけれども、アの委託料はぴったり１億円と

なっているのにはどのような理由があるのでしょう
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か。

情報システム課長 アに関しては、この１億円で業務が完了するのでは

なく、令和８年度当初予算に追加で予算要求をさせ

ていただきたいと考えております。

今回はこの１億円の予算の中で、システムの移行に

係る事前の作業として、いろいろな調査を進めてい

きたいということです。

赤星委員 そうしますと、システムを移行するために何年かに

わたって費用がかかってくると思うのですけれども、

全体でどれぐらいの費用がかかる見通しですか。

情報システム課長 現在、全体の費用は分かりませんが、調査などを進

めていく中で、ある程度はっきりとしてくると思っ

ています。

赤星委員 （１）補正額の財源内訳に雑入とあり、括弧内にデ

ジタル基盤改革支援補助金と記載されています。補

助金ですと、普通、国庫支出金や県支出金という記

載になっていると思うのですが、これが雑入となっ

ている理由は何でしょうか。

情報システム課長 この補助金は、国から市に直接交付されるものでは

なく、国から地方公共団体情報システム機構、通称

Ｊ－ＬＩＳという団体に一旦お金が入りまして、市

がＪ－ＬＩＳにお金を請求するという形になるので

雑入と記載しております。

村石委員 ２０２４年１２月２４日に地方公共団体情報システ

ム標準化基本方針の改定が閣議決定されまして、２

０２５年度末までに標準準拠システムへの円滑かつ

安全な移行を実現できるようにということが書かれ

ているのですけれども、今回の事業はこれに関連す

る事業と考えてよろしいでしょうか。

情報システム課長 （３）事業内容のイに関しては地方公共団体情報シ

ステム標準化基本方針に関連する事業なので、補助
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金の対象となります。

村石委員 それでは、この事業は２０２５年度末までに完了す

ることが可能であると考えてよろしいのでしょうか。

情報システム課長 基幹業務システムの標準化の作業完了が令和９年１

月末まで延期されておりますので、それに合わせて

実施するものになります。

分科会長 ほかにないようですので、これをもって議案の質疑

を終結いたします。

これより、議案第１１０号中企画管理部所管分の意

見の表明を行います。

意見の表明はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

分科会長 意見の表明なしと認めます。

以上で、総務環境分科会企画管理部所管分を終了い

たします。

午前１０時３３分 休憩

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

午後 １時１９分 再開

分科会長 これより、総務環境分科会財務部所管分及び歳入等

の議案の審査を行います。

議案第１１０号 令和７年度富山市一般会計補正予

算（第３号）、第１条歳入歳出予算の補正、歳入全

部、歳出第２款総務費中、財務部所管分、第４条地

方債の補正、

議案第１１１号 令和７年度富山市駐車場事業特別

会計補正予算（第１号）、

以上２件を一括議題といたします。

これより、順次、当局の説明を求めます。

財務部長 〔挨拶〕
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財務部次長 〔財務部所管分の概要について、

議案説明資料により説明〕

財政課長 〔議案第１１０号中

一般会計補正予算（歳入・地方債）について、

財政調整基金の積立について、

議案概要書及び議案説明資料により説明〕

管財課長 〔議案第１１０号中

公用車等のＮＨＫ受信料の支払いについて、

議案第１１１号について、

議案説明資料により説明〕

分科会長 これより質疑に入ります。

議案説明資料の順番に進めます。

議案説明資料２ページの財政調整基金の積立につい

て、質疑のある方はいらっしゃいますか。

赤星委員 令和６年度の一般会計決算剰余金のうち１８億円を

積み立てるということですけれども、決算剰余金は

幾らだったのでしょうか。

財政課長 決算剰余金については３４億５，０００万円ほどで

す。

赤星委員 決算剰余金の２分の１を下回らない額を財政調整基

金へ積み立てるということで、１８億円というのは

私の記憶の中では大変大きい金額だと思うのですけ

れども、これまでの推移は分かりますか。

財政課長 今回の積立額は１８億円ですけれども、過去には平

成３０年度に１５億円、直近では令和５年度に１８

億円を積み立てたことがございます。

赤星委員 年度末現在高見込みが１１７億６，８０１万９，０

００円になるいうことですが、これは過去最高額で

すか。
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財政課長 おっしゃるとおり、過去最高額です。

村石委員 関連してお尋ねいたします。

１８億円を財政調整基金に積み立てることによって、

今ほど言われたように年度末現在高見込みが約１１

７億円になるのですけれども、この金額は年間収入

額の目安である標準財政規模の何％になるのかお聞

かせください。

財政課長 標準財政規模の約１１％になります。

標準財政規模は国が普通交付税を算定する上で出し

ている数字で、７月に確定します。

分母となる標準財政規模が１，０７０億３，０００

万円余りで、分子となる年度末現在高見込みが１１

７億円なので、約１１％になります。

村石委員 約１１％ということですけれども、今後もそのよう

な比率で推移していくと見込まれているのでしょう

か。

財政課長 まず、標準財政規模は国が普通交付税を算定するに

当たって出す数字で、その時々の経済情勢によって

左右されますので、金額がどうなるのか見込みを立

てることはなかなか困難であります。

また、財政調整基金は経済情勢の変動や災害等によ

る財政需要が多い場合に使うものであることから、

その特性上、残高については一定程度の規模を維持

したいと考えているのですが、この比率がどうなる

のかを見込むことはなかなか困難な状況であります。

村石委員 ほかの市町村では、災害時のために２０％とか、あ

るいは特定の事業を実施するために１５％など、そ

れぞれがある程度の根拠を持って積み立てていると

思うのですけれども、この財政調整基金を使って事

業を実施する場合は、議会の議決が必要なのでしょ

うか。

財政課長 財政調整基金を使う場合は基金繰入金という形で歳
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入歳出予算を計上することになりますので、歳入歳

出予算を計上するという意味では議会の議決が要る

のですが、財政調整基金だから何か特別な議決が要

るのかと言われると、そうではありません。

村石委員 分かりました。

通常の予算と同様の流れで執行されると理解してよ

ろしいでしょうか。

財政課長 おっしゃるとおりです。

村石委員 市民は、もっといろいろなところで困っていること

があると。したがって、財政調整基金の残高が多く

なると、財政調整基金を使って市民の行政サービス

向上のための事業を実施してほしいというような要

望も出てくるかと思います。

そのような指摘を受けた場合、市民サービス向上の

ために使うこともあると考えてよろしいでしょうか。

財政課長 何をもって財政調整基金の残高が多いとするのかと

いう結論を出すことはなかなか難しいのですけれど

も、令和６年度決算の速報値では中核市６２市のう

ち３１番目に多いということで、合併後、最大の現

在高ではあるのですが、そこまで大きい金額ではな

いということがまず前提としてあります。

また、財政調整基金は経済情勢の変動や災害等によ

る財源不足などに備えるためのもので、市民サービ

スを向上させるために使うものではないという基金

の設置趣旨があり、言わば一般財源の最後のとりで

としての性格を持つ基金であることから、財政調整

基金を取り崩して市民サービスを向上させるという

ことは今のところ考えておりません。

村石委員 市民サービスの向上のために使うことはなかなか難

しいというものの、災害復旧など、本当に多くの事

業費が要る場合には財政調整基金を使うと理解して

よろしいでしょうか。
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財政課長 おっしゃるとおりです。

分科会長 このページでほかに質疑はありませんか。

〔発言する者なし〕

分科会長 次に、議案説明資料３ページの公用車等のＮＨＫ受

信料の支払いについて、質疑のある方はいらっしゃ

いますか。

赤星委員 購入またはリースに当たり、カーナビゲーション及

び携帯電話にテレビ受信機能が搭載されていること

を把握していなかったということですけれども、と

ても不思議に感じるのです。

発注するときには、どのようなものを買うのか、ど

のようなものをリースするのかという仕様が書いて

ある契約書などを当然見られると思うのです。また、

納品されたときに確認するものだと思うのですけれ

ども、その作業を行っていなかったということでし

ょうか。

管財課長 １つの原因といたしまして、議案説明資料に書いて

あるとおりなのですけれども、仕様書にはカーナビ

ゲーション、携帯電話という書き方がされており、

テレビ受信機能の有無については明確に書かれてい

なかったのです。

納品されたときは当然カーナビゲーション機能など

の確認はするのですけれども、テレビが見られるの

かどうかの確認については、そもそもそのような仕

様は仕様書に書かれていませんし、私どもが公務中

にテレビを見ることはないものですから、そのよう

な意味で搭載されていることが把握できなかったと

思っております。

赤星委員 報道されたときに、市民の方から、９３台もの公用

車でテレビを見なければいけないのですかと言われ

たのですけれども、本当にびっくりしているのです。

それで、議案説明資料３ページ（５）に書いてあり
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ますけれども、支障のないものについては取り外し

を行うなどの対応を検討すると。これは、どのぐら

いの数を見込んでいるのでしょうか。

管財課長 現在、このカーナビゲーションについて、どのよう

な場合に使用しているのかを各課に照会して取りま

とめを行っている段階でございまして、現時点で台

数は確定しておりません。

赤星委員 取り外すと支障のあるものについては、契約をした

上で受信料を払いながら引き続き使わなければなら

ないのですけれども、その状態は何年ぐらい続くの

でしょうか。テレビ受信機能のないものに更新する

までは期間があると思うのですけれども、どうです

か。

管財課長 カーナビゲーションが故障するか、公用車を乗り換

えるまでが期限だと考えています。

赤星委員 公用車は何年使うことになっているのですか。

管財課長 公用車の更新については、使用年数や運行距離など

の明確な基準は現在ありません。ですので、車両の

状態を見ながら、その都度判断しております。

赤星委員 （３）補正の内容に記載されている金額は何年分に

当たるのでしょうか。

管財課長 ＮＨＫの受信料をいつからいつまで払わなければな

らないのかにつきましては、平成２９年の放送法に

関する最高裁の判例があります。受信料の支払い開

始時期については契約成立時ではなく、受信設備を

設置した月から受信料債権が発生し、消滅時効の起

算点は契約成立時から進行すると示されております。

したがいまして、今回未契約であったテレビ受信機

については時効が進行していないことから、設置し

た月まで遡って受信料を支払うこととなり、一番古

いもので２０年ほど未契約だったものがあります。
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舎川委員 最初に説明があったのかもしれないのですけれども、

なぜこのことが判明したのか教えてください。

管財課長 ＮＨＫ受信料につきましては、全国の自治体におい

て未契約に関する報道がなされておりました。それ

に加えまして、本年４月にＮＨＫから契約の確認が

あったことから、本市でも調査を実施したところ、

このように未契約が判明したものでございます。

舎川委員 ということは、一部の携帯電話やテレビだけ支払っ

ていなかったということではなく、全てについて支

払っていなかったということでよろしいですか。

管財課長 全てではなく、契約しているものも一部あったので

すけれども、議案説明資料に記載しましたものが漏

れていたということになります。

村石委員 関連して伺います。

（５）今後の対応のアについて、テレビ受信機能を

搭載したカーナビゲーションのうち、支障のないも

のについては取り外しを行うなどの対応を検討する

と。

カーナビゲーションが必要だから今まで取り付けて

いたのに、それを取り外したとしたら、今後どのよ

うに対応することになるのでしょうか。職員はどの

ようにして目的地まで行くのでしょうか。

管財課長 例えば、複数人で訪問先に行く場合は、カーナビゲ

ーションのなかった時代もそうでしたけれども、運

転しない者が横で住宅地図を見ながらナビゲーショ

ンするという方法で対応できると思います。

１人で訪問する場合でしたら、当然、行き先は住宅

地図等で事前に確認していきます。また、主要な道

路であれば、道路標識を見て現地に向かうこともで

きますし、さらに現地に近くなれば、改めて住宅地

図で現場確認することで対応できると考えておりま

す。
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村上委員 私は違った解釈をしていました。

つまり、アンテナを外すとＧＰＳ機能が使えなくな

るというようなシステム上の問題があると。ですか

ら、そのようなシステム上の問題がないものについ

ては取り外すということだと思ったのです。テレビ

が映らないようにしたらＧＰＳ機能もなくなってし

まい、カーナビゲーションとして使えないという技

術的な問題があるから、取り外せないということだ

と私は思っていたのだけれども、違うのですか。そ

れが、支障がある、ないの違いだと思っていたので

す。

今言われたような道のりを探索していくという業務

上の支障があるのかないのかではなくて、機械の都

合だと思っていたのだけれども、そうではないので

すか。

管財課長 議案説明資料に記載した支障のないものとは、業務

に支障のないものや機械の関係など、いろいろなこ

とを含んでいます。これは余談ですけれども、ＮＨ

Ｋと話している中では、そもそもアンテナを取り外

しても受信料はかかると伺っています。

今は業務をどうするのかという御質問でしたので、

そのことに対してお答えしております。

分科会長 このページでほかに質疑はありませんか。

〔発言する者なし〕

分科会長 次に、議案説明資料４ページの市営桜町駐車場モル

タル補修業務について、質疑はありませんか。

村石委員 私も時々この駐車場を使うのですけれども、柱を覆

うモルタルにひびが入っているということですが、

そのような状態は以前から見られたような気がする

のです。このような問題があることをいつ頃から知

っていたのか、お答えください。

管財課長 実は明確な発生時期は不明なのですけれども、令和
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６年能登半島地震後にひび割れを確認しております。

その際、建築業者に調査を依頼したところ、今回の

亀裂は経年劣化によるものだろうと伺っております。

村石委員 ということは、恐らく昨年１月１日の能登半島地震

によってそのような状態になったのではないかとい

うことが今年になってから分かったのですか。

何を言いたいのかというと、補正予算を組むのが遅

かったのではないかということを聞きたいのです。

管財課長 能登半島地震後に確認した際に、直ちに補修しなけ

ればならない柱１本については補修を実施しており

ます。そのときは既存の予算内で、できる範囲で対

応しました。

その後、その補修したモルタル被覆について、例え

ば再度のひび割れが起こっていないかや、工法に問

題がなかったのかなどの検証といいますか、経過観

察を行って、特段の問題がなかったので、今回は残

りの箇所について補正予算を計上して対応したいと

考えております。

村石委員 工法などに特に問題がなかったということで、それ

はそれでよかったのですけれども、（２）事業目的

に記載があるように、駐車している車両を破損させ

るようなことも起こったかもしれないので、このよ

うな場合はやっぱり早急に補正予算を組んで修理す

る必要があるのではないかと思うのですが、どうで

しょうか。

管財課長 おっしゃるとおり、可能な限り早期に対応していき

たいと思います。

分科会長 ほかにありませんか。

〔発言する者なし〕

分科会長 ほかにないようですので、これをもって議案の質疑

を終結いたします。
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これより、議案第１１０号中財務部所管分並びに歳

入全部及び地方債の補正、議案第１１１号、

以上２件を一括して意見の表明を行います。

意見の表明はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

分科会長 意見の表明なしと認めます。

以上で、財務部所管分及び歳入等の議案の審査を終

了いたします。

次に、報告案件として提出されている

報告第３６号 健全化判断比率及び資金不足比率報

告の件

を議題といたします。

これより、当局の説明を求めます。

財政課長 〔議案説明資料により説明〕

分科会長 これより、質疑に入ります。

質疑はありませんか。

舎川委員 財政の健全化ということで、今のところは健全な領

域にあると思っております。

その中で、今おっしゃったように実質公債費比率が

０．３ポイント上がり、将来負担比率が５．８ポイ

ント下がったことについて、それぞれ理由を教えて

いただいてもよろしいでしょうか。

財政課長 まず、実質公債費比率については３か年度の平均を

記載しておりますが、単年度の数値として、令和３

年度の８．０％が令和６年度の８．８％に入れ替わ

ったことによる上昇です。

将来負担比率の減少については、一般会計の市債残

高が減ったこと、また、下水道事業会計で公債費の

償還が進んでおり市債残高が減ったことなどが主な

要因です。

舎川委員 今、下水道事業会計と一般会計において市債残高が
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減ったとおっしゃいましたが、主にどのようなもの

がありますか。

財政課長 まず下水道事業会計については、単純に事業量が毎

年度落ちてきています。また、２０年から３０年前

に下水道を普及させるために一生懸命整備した際に

係る公債費の償還が進んで、今ちょうど終わってき

ていると。

一般会計につきましては、市町村合併直後に整備し

た建屋や公共施設等の償還が進んでいるほか、北陸

新幹線の開業に備えて行った駅周辺の整備などの償

還も順次終わっていることなどが要因です。

舎川委員 私の記憶ですが、実質公債費比率や将来負担比率は

他の中核市と比べて若干高かったのではないかと理

解しておりますけれども、現状もそのような状態で

推移しているのでしょうか。

財政課長 令和６年度決算の速報値となりますが、実質公債費

比率については、本市の９．１％に対して中核市平

均は５．４％です。将来負担比率については、本市

の７８．４％に対して中核市平均が２０．２％とな

っております。

舎川委員 相変わらずというか、高い値で推移していると思い

ます。

これから人口も減っていきますし、その分、都市を

維持していくためには、どうしても引き続きこのよ

うな形で推移していくのかなと思いますけれども、

長期的に考えて、財務部では今後の推移をどのよう

に見込んでいるのでしょうか。

財政課長 まず、実質公債費比率については、令和３年度に富

山市斎場や八尾中学校、大沢野・大山地域の公共施

設、オーバード・ホール中ホールなどの整備があっ

たことから起債の残高がほかの年よりも大きく、そ

れらの償還が令和７年度から本格的に始まるという

ことがあります。
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また、令和７年度予算においては、今年度と来年度

にかけて、富山市総合体育館やオーバード・ホール

大ホールの改修、あとは水橋学園の整備などがあり

まして、この２か年も発行する起債が多く見込まれ

ます。

市町村合併直後に整備した施設に係る起債の償還期

限が２０年で、ちょうど今年が合併２０周年という

ことで少しずつ償還が終わっていくものの、先ほど

言ったような大型事業があるものですから、実質公

債費比率についてはしばらく高止まりするのではな

いかと考えております。

将来負担比率についても同様で、著しく上昇するこ

とはないにせよ、現状から若干上振れする年もある

のかなと考えております。

舎川委員 今後、扶助費などは当然増えていきますし、税収は

どんどん下がるでしょうから、その辺は気をつけて

見ておかなければいけないとは思いますけれども、

これらの数値が高くなるから駄目だということでは

なくて、これらの数値が少し上がったとしても市民

の生活基準が維持できるようしっかり注視した上で、

柔軟な財政を維持していってほしいなと。起債が若

干増えてもいいとまでは言いませんけれども、ある

程度柔軟に財政の方向性を示してほしいと思います。

よろしくお願いいたします。

分科会長 ほかにありませんか。

〔発言する者なし〕

分科会長 ほかにないようですので、これをもって質疑を終結

いたします。

なお、ただいまの報告案件につきましては、議決不

要のものです。

以上で、総務環境分科会財務部所管分を終了いたし

ます。

これで、９月定例会の当分科会に送付されました全

議案の審査は終了いたしました。
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委員各位に御相談申し上げます。

分科会長報告につきましては、正・副分科会長に御

一任願いたいと思いますが、いかがでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

分科会長 それでは、そのように取り計らいます。

これをもって、令和７年９月定例会の予算決算委員

会総務環境分科会を閉会いたします。
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